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厚労省は１０月２１日に都内で第１０回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討委員会を開催し長時間

労働によるうつ病等を労災とする基準の報告書を公開しました。同報告書では極度の長時間労働を１ヶ月間 160
時間超又は３週間 120 時間超の時間外労働がある状態としました。そして、この状態を「心身に極度の疲弊と

消耗を来たし、うつ病等の原因となる」としました。職場のうつ病等の精神疾患被害は急増しています。さっ

ぽろ労働相談センターでも苛め・パワハラ・長時間労働を原因としたうつ病の相談に多くの時間を充てていま

す。相談事例ではうつ病発症時には長時間労働・パワハラ・苛めが同時に存在し、背景には必ず、上長・職場

の強い圧力があり、職場内に安全衛生に対応する部署・人材が欠如していることが共通しています。報告書は

この実態を把握しきれていません。この基準では労働者は廃人にならない限り労災不認定です。事態の深刻さ

と職場実態の検証が更に必要です。 
 

９月下旬より各産別・単組で実施されている

秋季交渉がヤマ場を迎えています。札幌圏伝統

の燃料手当交渉では、前回報告の７組合のうち

ＳＧＵ中央清掃支部が単価を９円引き上げて

妥結しました。またＵＩゼンセン同盟では５単

組から妥結報告が寄せられました。この中で北

雄ラッキー労組は全道８地区の単価、支給量が

交渉され１０月６日に妥結とっています。右表

には道央地区のみを表示いたしました。９月３

０日の灯油生協価格は前年比１１円高の８４

円となっています。厳しい冬を越すにはやや高

めのハードルですが、情報を共有し地域総掛り

体制を構築してこの難局を打開しましよう。 
 
 
 
この後、年末・冬季一時金交渉を控える組合

も多く札幌地区連合会では更に速報体制・支援

体制を強化していきます。２０１２春闘にもつ

ながる重要な取り組みです。組合員の生活向上

と地域活力の復活を目指し団結して頑張りま

しょう！ 

【２０１１越冬手当交渉状況 １０／２５現在】 
組合名 支給内容 

公清企業支部 118,000円（59円×2000㍑） 

札清支部 1800㍑×生協価格 
１月時点で実勢価格の差額支給 

東部清掃支部 145,000円（世帯主） 
96,000円（非世帯主） 

タクマテクノス支部 120,000円 

札
幌
地
域
労
組 

中央清掃支部 154,000円（77円×2000㍑） 
北海道ﾌｰｽﾞ輸送労組 独 身 40,000円 妻帯者 80,000円  

札幌第一清掃労組 

正社員世帯主 80円×2000㍑ 
準世帯主 80円×1400㍑  
非世帯主 80円×800㍑ 
パート組合員 80円×800㍑  

環境開発工業労組 
世帯主（扶養有）生協価格×800㍑  
世帯主（扶養無）生協価格×400㍑  
非世帯主 生協価格×200㍑  

西光運輸労組 世帯主 150,000円準対主 75,000円 

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟 

北雄ラッキー労組 
※道央地区のみ表示。 

世帯主 81円×1900㍑ 
準世帯主 81円×900㍑ 
独身 81円×700㍑ 

基幹労連豊平製鋼労組 152,000 円（80円×1900㍑） 

 


